
    スリーマ市における「領事出張サービス」の御案内 

２０１９年３月 

 

この度、在イタリア日本国大使館では下記の日程にて「領事出張サービス」

を実施します。 

 御希望の方は、準備の都合上、その内容等を事前に当館領事班（連絡先は下

記を御参照ください）までご連絡ください。 

 皆様のお越しをお待ちしております。 

 

１． 日時：２０１９年 ３月２９（金）１５：００～１８：００ 

            ３月３０（土） ９：００～１２：００ 

   場所：THE WATER FRONT HOTEL 内会議室 

    住所：The Strand, Sliema, GZR 1028, Malta 

(Triq Ix-Xatt, Tas-Sliema SLM 1028) 

電話：2090-6899 

 

２．手続き可能な領事事務： 

（１）在外選挙人名簿登録、在外選挙人証記載事項変更申請 

○在外選挙人名簿登録をご希望の方は、以下の書類をご持参ください。 

①旅券または本人の写真のついた公的機関発行の身分証明書 

②現住所に３ヶ月以上居住されていることを証する書類（滞在許可証な

ど） 

     在留届を３ヶ月以上前に提出されている方は②は不要です。 

注）日本国内の最終住所地市区町村に「転出届」を提出されていない方は、      

在外選挙人名簿に登録することが出来ません。（既にマルタにお住まいの

方でも、日本の親族を介しての提出、または「転出届に準ずる届出」を海

外から市区町村に送付することが出来ます。） 

居住期間が３ヶ月未満の方でも登録申請ができるようになりましたので在

留届と同時に提出していただけます。 

 

※以下の手続きに必要な書類については，当館ホームページをご覧ください。 

（２）旅券の交付 

  ①事前に申請を郵送で受け付けます。こちらからパスポートの申請書をダ

ウンロードの上，必要事項を入力，印刷をしてください（注）。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html


  ②申請書の印刷が終了しましたら，記載内容を確認いたしますので，写真

を添付の上，E-mailもしくは FAXにて当館まで送付ください。 

  ③当館の確認が終了しましたら，申請書原本と同意書を３月２２日

（金）までに当館に到着するように郵送してください。 

 

（注）レーザープリンター，インクジェットプリンターで，解像度が４００dpi

以上の機種を使用し，「通常モード」や「標準印刷モード」，あるいはそれ

以上のなるべく良好な画質で印刷できるモードに設定して，拡大や縮小，

余白の設定などの設定は行わず，必ず片面で印刷をしてください。印刷品

質が良くなかったりすると，当館にて旅券の作成ができず，領事出張サー

ビス当日に旅券をお渡しできない場合がありますので，あらかじめご留意

ください。 

 

（３）各種証明書の交付 

事前に E-mailもしくは FAXにて申請を受け付けます。ご希望の方は、申

請方法及び申請書等についてご案内しますので，３月２２日（金）

までに領事班までご連絡ください。 

 

（４）戸籍・国籍関係届け出の受理 

事前に書類の確認を行いますので、ご希望の方は、３月２２日

（金）までに必要書類を当館ホームページ「領事情報」で確認の上，

メールで送信してください。 

 

（５）その他 

在留届の受付、日本国運転免許証の返還（以前に当館から連絡があった

方のみ。事前にご連絡ください。）、領事関係の各種ご相談も受け付けます。 

 

３．本件連絡先：在イタリア日本国大使館 領事班 

電話（代表）    ０６－４８７９９１ 

FAX（領事班直通） ０６－４２０１－４９９８ 

メールアドレス consolare@ro.mofa.go.jp 

ホームページ http://www.it.emb-japan.go.jp/nihongo/ryoujijouhou_index.htm 

 

 

在留届は緊急時の安否確認にも使われます。ご帰国や変更を届け出ていただく

と、安否確認や留守宅への連絡が迅速に行えます。忘れずに行ってください。 

在留届の変更は？ 

mailto:consolare@ro.mofa.go.jp
http://www.it.emb-japan.go.jp/nihongo/ryoujijouhou_index.htm


 

 

 

 

同意書 

 

 

在イタリア日本国大使館 御中 

 

 

 私は，遠隔地の在留邦人を対象とした郵送による一般旅券の発給申請（仮受付）

に際し，貴大使館と調整した申請・交付予定日に指定場所に出頭しない場合は，当

該申請を自ら取下げ（辞退）したものとして処理されることに同意します。 

 

                           年   月   日 

 

 

氏 名：                   

 

                                                                     

サイン：                   

 

 

住 所：                   

 

 

申請予定日（実際に出張サービス会場にお越し頂ける日） 

 

□  ３月 ２９日（金） 

□  ３月 ３０日（土） 

 

※必ずチェックをお願い致します。また変更があった場合も必ず当館宛に連絡

して下さい。 

 

（本書は旅券申請書とともに郵送願います。） 


